
 

回 覧 
 

令和５年度 

高齢者等屋根雪下ろし助成事業のお知らせ 

申請忘れ・利用忘れはありませんか？ 

 

上川町では、居住する住宅（車庫・物置含む）の屋根雪下ろしが困難な高齢者

等の方が、町に登録した業者へ依頼した場合の経費の一部を助成しています。 

対象となる方が助成を受けるためには毎年度申請が必要です。令和５年度の

申請期限は３月１日（金）までとなっておりますので、申請忘れのないようにお

願いいたします。 

また、利用期限は３月２５日（月）までです。すでに助成券の交付を受けてい

る方は、利用忘れがないようにご注意ください。 

 

【対象世帯】（同一住宅に暮らす全ての方が町民税非課税の場合に限る。） 

１ 高齢者（６５歳以上） 

（１）一人暮らし 

（２）高齢者のみ 

（３）高齢者と義務教育修了前の子どもで構成 

（４）高齢者と女性で構成 

（５）高齢者と障がい者で構成 

２ 障がい者（身体障害者１～４級・精神障害者・療育の各手帳所持者） 

（１）一人暮らし 

（２）障がい者のみ 

（３）障がい者と義務教育修了前の子どもで構成 

（４）障がい者と女性で構成 

３ 母子等（寡婦含む）  

（１）一人暮らし 

（２）母子世帯の母等と義務教育修了前の子どもで構成 

（３）母子世帯の母等と他の女性で構成 

 

【対象とならない世帯】 

（１）親族・近隣等の協力により雪下ろしが可能 

（２）借家・アパート等に居住し、その賃貸人が雪下ろしを行う 

（３）入院や施設入所等により不在 

（お知らせは次ページへ続きます）  



回覧 令和５年度高齢者等屋根雪下ろし助成事業のお知らせ（続き） 

 

 

【受付期間】 令和５年11月 1日（水）から令和６年3 月１日（金）まで 

 

【申請場所】 上川町役場１階保健福祉課窓口 

 

【持 ち 物】 身分証明書（健康保険証、運転免許証等、障がい者世帯は各手帳） 

 

【助成内容】 15,000 円分の助成券を交付（1,000円券の綴り 15枚） 

助成額を超えた分は自己負担 

 

【登録業者（電話番号）】 

笠間建築（2-2030） 旭信建設（2-2154）  

建装佐藤工業（2-3512） 鈴木組（2-2150）  

小椋組（2-1859） 中村建設（2-1302）  

高齢者事業団（2-3134） 

登録業者以外の事業所等では、助成券を利用するこ

とができません。 

 

【対象作業】 

屋根（住宅・車庫・物置）の雪下ろしとそれに伴う除雪・排雪 

屋根（住宅・車庫・物置）から落ちた雪の除雪・排雪 

 

【助成対象作業期間】 

令和５年１２月１日（金）から令和６年３月２５日（月）までの作業 

 

 

高齢者等屋根雪下ろし助成事業のお知らせは 

「広報かみかわ11月・第1386号」でご覧いただく

ことができます。 

 

問い合わせ先 

上川町保健福祉課介護福祉グループ（介護係） 

電話01658-2-4055 
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初めて高齢者肺炎球菌ワクチンを接種する方で、対象者①か②の方

＜対象者①＞

＜対象者②＞

　 60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活

 活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常

 生活がほとんど不可能な程度の障害のある方（かかりつけ医とご相談ください）

　　

高齢者肺炎球菌ワクチン接種
 町では定期接種対象となる方の予防接種費用の一部助成を実施しています。

90歳となる方 昭和　8年4月2日生～昭和　9年4月1日生

95歳となる方 昭和　3年4月2日生～昭和　4年4月1日生

100歳となる方 大正12年4月2日生～大正13年4月1日生

75歳となる方 昭和23年4月2日生～昭和24年4月1日生

80歳となる方 昭和18年4月2日生～昭和19年4月1日生

85歳となる方 昭和13年4月2日生～昭和14年4月1日生

65歳となる方

（お申込み方法は裏面へ）

　お忘れではありませんか？

対象者①の方

への費用助成

は、令和6年3

月までです。

※対象者①の方へ、

令和5年4月にハガキで

ご案内しています。

昭和33年4月2日生～昭和34年4月1日生

70歳となる方 昭和28年4月2日生～昭和29年4月1日生

【2回目以降の再接種について（上記の対象者①・②以外の方）】
●2回目以降の再接種は、全額自己負担となります。

●再接種は、前回接種から5年以上あけてください。

●再接種を受けた方がよいかどうかは、その方の状態によって異なります。

再接種の必要性や、いつ接種するかについては医療機関でご相談ください。

町の費用助成の対象者 2023(令和5)年度 定期接種対象者
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①上川医療センターで受ける場合
事前に必ず申込みが必要です。

診察と同時に受けることも可能です。医療センターにご相談下さい。

： 2,300円

： 上川医療センター 電話　2-1231
（平日　午前8時30分～午後5時まで）

※1日の定員枠があるため、ご希望の日に添えない場合があります。

②その他の医療機関で受ける場合
接種について、かかりつけ医とご相談下さい。

　 接種した場合、費用は一度全額お支払い願います。

接種後に、領収書、肺炎球菌ワクチンの予診票、振込先のわかるもの

をお持ちのうえ、役場保健福祉課健康増進グループまでお越し下さい。

支払い額に応じて、接種費用の一部を助成いたします。

　　担当　：　役場 保健福祉課 健康増進グループ　TEL ２－４０５４　

申込み先

料　　 金

肺炎球菌ワクチンの接種後にみられる主

な副反応には、接種部位の症状（痛み、赤

み、腫れなど）、筋肉痛、だるさ、発熱、

頭痛などがあります。接種後に気になる症

状や体調の変化があらわれたら、すぐ医師

にご相談ください。

対象者①・②の方が

肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けるには

ご注意ください
●新型コロナワクチン予防接種を受ける場合は、前後13日以上の間隔を空けて

受けましょう。

●インフルエンザ予防接種と同時に受けることはできません。

✱肺炎球菌ワクチンの接種後には

副反応が生じることがあります
肺炎球菌は主に気道の分泌物に含まれ

る細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、

気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併

症を引き起こすことがあります。

肺炎はわが国の死亡原因の第5位と

なっています。また、日常的に生じる成

人の肺炎のうち１/4~1/3は肺炎球菌が

原因と考えられています。

✱肺炎球菌とは



１２月２５日、 

上川町もち米生産

団地組合様より鏡

餅を寄贈いただき

ました。ありがと

うございました。 

１２月２５日でオープ

ン４周年を迎えた、た

いせつの絆では、簡単

なゲームを実施して利

用者さんに楽しんでい

ただきました。 

◆支え合い構築交流事業◆ 

参加者 16 名が、高齢者と児童でペアのチームに分かれて

ゲーム対決や食事をしながら、楽しく交流しました。 

 

 
 

 
 

昨年の１１月２０日から、ろ過機の不具合により銀河の湯を１浴槽 

のみで営業を続けてきましたが、この度、修繕も完了いたしまして、 

１月１９日より通常営業となっています。長い間ご不便をおかけしま 

したことをお詫び申し上げますとともに、皆様のご理解とご協力に心 

○   より感謝申し上げます。 
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いきいきセンターたいせつの絆 ２月貸館状況 （１月２４日現在） 

日 曜 行    事 日 曜 行    事 

1 木 
温浴施設休み（清掃日） 

歯っぴいらいふ（多）13:30～ 
16 金 中央老人クラブ例会（ふ）9:00～ 

2 金 中央老人クラブ例会（ふ）9:00～ 17 土  

3 土 
地域魅力創造課  

プログラミング教室（ふ） 
18 日 

社協 災害ボランティアセンター立上げ機能訓練（多） 

地域魅力創造課（ふ）,（多） 

4 日 紡ぐサロン手話くらぶ（多）10:00～ 19 月  

5 月  20 火 老連 大正琴（ふ）12:30～14:30 

6 火 老連 大正琴（ふ）13:00～ 21 水 

まちなかサロン きてみんか（多調） 
10:00～ 「大正琴で歌おう！」 

地域魅力創造課 デジタル教室（ふ） 
紡ぐサロン手話くらぶ（多）18:00～ 

7 水 
まちなかサロン きてみんか（多調） 

10:00～ 「いきいき百歳体操」 
22 木 

温浴施設休み（清掃日） 
歯っぴいらいふ（多）13:30～ 

8 木 
温浴施設休み（清掃日） 
歯っぴいらいふ（多）13:30～ 
二水会（ふ）14:00～ 

23 金 天皇誕生日 

9 金 中央老人クラブ例会（ふ）9:00～ 24 土 保健福祉課 研修（ふ） 

10 土  25 日  

11 日 建国記念の日 26 月  

12 月 振替休日 27 火  

13 火   28 水 
まちなかサロン きてみんか（多調）10:00～ 

「ランチの日 美味しいおでん」 
地域魅力創造課 情報リテラシー教室（ふ） 

14 水 
まちなかサロン きてみんか（多調） 

10:00～「絆ゲームの日で楽しもう」 
地域魅力創造課 情報リテラシー教室（ふ） 

29 木 
温浴施設休み（清掃日） 

歯っぴいらいふ（多）13:30～ 

15 木 
温浴施設休み（清掃日） 

歯っぴいらいふ（多）13:30～ 
   

 

（多）…多目的ホール （ふ）…ふれあいの間 （調）…調理室 （プ）…プレイルーム 

  

   

☎

上川町社会 
福祉協議会 

ホームページ 
QR コード 

【たいせつの絆】 

施設案内ページ 

上川町ホームページ 

ＱＲコード 



　令和６年１月１日に発生した能登地方を震源とする地震により、北陸

地方を中心に人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数の市町村に災

害救助法が適用されました。

　この災害発生に伴い、中央共同募金会では被災された方々に対し、

支援を目的に、義援金を募集することと決定しました。

　　すので、皆様のご協力よろしくお願い致します。　つきましては、上川町共同募金委員会におきましても、下記の通り取

り扱いを致しますので、皆様のご協力をよろしくお願い致します。

　　　なお、今回は現金のみのお取り扱いとし、物資等につきましては共同募金会では発送等　なお、今回は現金のみのお取り扱いとし、物資等につきましては共同

募金委員会では発送等を含め対応出来ませんのでご了承願います。

１.被害状況（災害救助法適用地域）

２.義援金の受付

 Ⅰ．義援金の振り込み窓口等（送金手数料免除扱い）　

①指定銀行口座（県を指定しての寄付は不可）

・三井住友銀行 東京公務部支店 （普） ０１６２５３０
　　（福）中央共同募金会

・りそな銀行　東京公務部支店 （普） ０１２６８１５
　　（福）中央共同募金会

※県を指定しての寄付を希望される方は、該当する県共同募金会のＨＰを
　ご覧頂くか、上川町共同募金委員会事務局までお問合わせ願います。

②募集期間 令和６年１月５日（金）～同年６月２８日（金）

　　  ①の口座に直接送金をされる方の中で、税制上の優遇措置をご希望される方につき　　　
　　ましては、振込口座が義援金の受付専用口座であることを確認するために、確定申告
    時に義援金募集要綱が必要となります。ご希望の方は事務局にて、お渡しできます。

 Ⅱ.上川町共同募金委員会窓口にて受付【受付時間：9:00～16：00】
本町２番地　保健福祉センター　上川町社会福祉協議会内
税制上の優遇措置（損金扱い等）を希望される場合はお申し出下さい。

　　※受付致しました募金には、ご希望により領収書を発行致します。

尚、個人情報保護の観点から、被災県共募において日本赤十字社当該
県支部等と情報を共有する場合がありますので、ご了承お願いします。

【お問い合わせ】上川町共同募金委員会　電話０１６５８－２－３３４３　担当：馬場・神田

石川県

１０市７町

回　覧 Ｒ５-③

記

都道府県名

被災地域

※令和６年１月８日現在（内閣府発表）

富山県

９市３町１村

新潟県 福井県

１３市１町 ３市

たいせつの絆、保健福

祉センター、かみんぐ

ホールに募金箱が設置

してありますので、そ

ちらもよろしくお願い

します。皆様のあたた

かいご支援お待ちして

おります。



PORTO開館時間

解決します！

ｅｆｃ（ＥａｒｔｈＦｒｉｅｎｄsＣａｍｐ）のご協力のもと

午前１０時３０分からPORTOにて開催します。
皆様のお申込みお待ちしております。

 ｅｆｃの相談員の２人

そのお悩み

私たちが

２月は【２１日】の開設です。
（毎月　第３水曜日　開設）

場　　　所
上川町交流＆コワーキングスペース「PORTO」

上川町中央町５６３（大雪堂さん隣）

◎

１７：００ ～ １８：００ ◎

完全予約制となります！（ご予約受付は開催日の前日まで）

★ご予約は　２－３３４３　（上川町社協まで）★

相談時間

１０：３０ ～ １１：３０ 予
約
状
況

◎

１３：００ ～ １４：００

【火・水】　　10:00 - 20:00
【金・土・日】10:00 - 18:00
【月・木】　　定休日

回覧おおむね６０歳以上の方
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